
議 案 第 ３ ７ 号  

 

 

伊 丹 市 立 体 育 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ

い て  

 

 

伊 丹 市 立 体 育 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制 定

す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

 

              伊 丹 市 長  中  田   慎  也  

 

 

 

 

理  由  

伊 丹 市 立 相 撲 場 を 伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 内 に 移 転 す る と  

と も に ， 伊 丹 市 立 荒 牧 運 動 広 場 を 廃 止 す る た め 。  

議37



伊 丹 市 立 体 育 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ８ 年

伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 立 体 育 施 設 条 例 （ 昭 和 ５ ７ 年 伊 丹 市 条 例 第 ２ ５ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ ０ 条 の ２ 第 １ 項 及 び 第 １ ８ 条 第 ２ 項 中 「 別 表 第 １ ４ 」 を 「 別

表 第 １ ５ 」 に 改 め る 。  

別 表 第 １ 中  

「  

伊 丹 市

立 伊 丹

ス ポ ー

ツ セ ン

タ ー  

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー 体 育 館  

伊 丹 市 鴻 池 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

 

 

 

 

 

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー ク ラ ブ ハ ウ ス  

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー 室 内 プ ー ル  

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー 陸 上 競 技 場  

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー 野 球 場  

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー テ ニ ス コ ー ト  

                             」  

を  

「  

伊 丹 市

立 伊 丹

ス ポ ー

ツ セ ン

タ ー  

 

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー 体 育 館  

伊 丹 市 鴻 池 １ 丁 目 １ 番 １ 号  

 

 

 

 

 

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー ク ラ ブ ハ ウ ス  

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー 室 内 プ ー ル  

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン  
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タ ー 陸 上 競 技 場  

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー 野 球 場  

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー テ ニ ス コ ー ト  

 伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン

タ ー 相 撲 場  

 

                             」  

に ，  

「  

伊 丹 市 立 堀 池 運 動 広 場  伊 丹 市 野 間 北 １ 丁 目 ２ ３ 番 地

の １  

伊 丹 市 立 荒 牧 運 動 広 場  伊 丹 市 荒 牧 ５ 丁 目 ６ ０ 番 地  

伊 丹 市 立 神 津 第 １ 運 動 広 場  伊 丹 市 森 本 １ 丁 目 地 先  

伊 丹 市 立 神 津 第 ２ 運 動 広 場  伊 丹 市 森 本 １ 丁 目 地 先  

伊 丹 市 立 相 撲 場  伊 丹 市 宮 ノ 前 ３ 丁 目 １ 番 地  

伊 丹 市 立 瑞 ケ 池 ト リ ム ラ ン ニ ン グ

コ ー ス  

伊 丹 市 瑞 ケ 丘 ５ 丁 目 １ 番 地  

                             」  

を  

「  

伊 丹 市 立 堀 池 運 動 広 場  伊 丹 市 野 間 北 １ 丁 目 ２ ３ 番 地

の １  

伊 丹 市 立 神 津 第 １ 運 動 広 場  伊 丹 市 森 本 １ 丁 目 地 先  

伊 丹 市 立 神 津 第 ２ 運 動 広 場  伊 丹 市 森 本 １ 丁 目 地 先  

伊 丹 市 立 瑞 ケ 池 ト リ ム ラ ン ニ ン グ

コ ー ス  

伊 丹 市 瑞 ケ 丘 ５ 丁 目 １ 番 地  

                             」  

に 改 め る 。  

別 表 第 ２ 中  
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「  

伊 丹 市

立 伊 丹

ス ポ ー

ツ セ ン

タ ー  

伊 丹 市 立 伊

丹 ス ポ ー ツ

セ ン タ ー 体

育 館 ， 伊 丹

市 立 伊 丹 ス

ポ ー ツ セ ン

タ ー ク ラ ブ

ハ ウ ス お よ

び 伊 丹 市 立

伊 丹 ス ポ ー

ツ セ ン タ ー

陸 上 競 技 場  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ９ 時 ま で  １ ２ 月 ２ ８

日 か ら 翌 年

１ 月 ４ 日 ま

で  

伊 丹 市 立 伊

丹 ス ポ ー ツ

セ ン タ ー 室

内 プ ー ル  

日 曜 日 お

よ び 休 日

以 外 の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ９ 時 ま

で  

日 曜 日 お

よ び 休 日  

７ 月 か ら ８

月 ま で  

午 前 ９ 時 か ら

午 後 ６ 時 ま で  

９ 月 か ら 翌

年 ６ 月 ま で  

午 前 ９ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま で  

伊 丹 市 立 伊

丹 ス ポ ー ツ

セ ン タ ー 野

球 場  

４ 月 か ら １ １ 月 ま で  午 前 ７ 時 か ら

午 後 ９ 時 ま で  

１ ２ 月 お よ び ３ 月  

 

 

午 前 ８ 時 か ら

午 後 ９ 時 ま で  

１ 月 お よ び ２ 月  午 前 ９ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま で  

伊 丹 市 立 伊

丹 ス ポ ー ツ

セ ン タ ー テ

ニ ス コ ー ト  

４ 月 か ら １ １ 月 ま で  午 前 ７ 時 か ら

午 後 ９ 時 ま で  

１ ２ 月 か ら 翌 年 ３ 月

ま で  

午 前 ９ 時 か ら

午 後 ９ 時 ま で  
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                             」  

を  

「  

伊 丹 市

立 伊 丹

ス ポ ー

ツ セ ン

タ ー  

伊 丹 市 立 伊

丹 ス ポ ー ツ

セ ン タ ー 体

育 館 ， 伊 丹

市 立 伊 丹 ス

ポ ー ツ セ ン

タ ー ク ラ ブ

ハ ウ ス お よ

び 伊 丹 市 立

伊 丹 ス ポ ー

ツ セ ン タ ー

陸 上 競 技 場  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ９ 時 ま で  １ ２ 月 ２ ８

日 か ら 翌 年

１ 月 ４ 日 ま

で  

伊 丹 市 立 伊

丹 ス ポ ー ツ  

セ ン タ ー 室

内 プ ー ル  

日 曜 日 お

よ び 休 日  

以 外 の 日  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ９ 時 ま

で  

日 曜 日 お

よ び 休 日  

７ 月 か ら ８

月 ま で  

午 前 ９ 時 か ら

午 後 ６ 時 ま で  

９ 月 か ら 翌

年 ６ 月 ま で  

午 前 ９ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま で  

伊 丹 市 立 伊

丹 ス ポ ー ツ

セ ン タ ー 野

球 場  

４ 月 か ら １ １ 月 ま で  午 前 ７ 時 か ら

午 後 ９ 時 ま で  

１ ２ 月 お よ び ３ 月  午 前 ８ 時 か ら

午 後 ９ 時 ま で  

１ 月 お よ び ２ 月  午 前 ９ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま で  

伊 丹 市 立 伊

丹 ス ポ ー ツ

４ 月 か ら １ １ 月 ま で  午 前 ７ 時 か ら

午 後 ９ 時 ま で  
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セ ン タ ー テ

ニ ス コ ー ト  

１ ２ 月 か ら 翌 年 ３ 月

ま で  

午 前 ９ 時 か ら

午 後 ９ 時 ま で  

 
伊 丹 市 立 伊

丹 ス ポ ー ツ

セ ン タ ー 相

撲 場  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
 

                             」  

に ， 「 ， 伊 丹 市 立 堀 池 運 動 広 場 ， 伊 丹 市 立 荒 牧 運 動 広 場 お よ び 伊 丹

市 立 相 撲 場 」 を 「 お よ び 伊 丹 市 立 堀 池 運 動 広 場 」 に 改 め る 。  

別 表 第 ７ 中  

「  

伊 丹 市 立 堀 池 運 動 広 場  〃  

伊 丹 市 立 荒 牧 運 動 広 場  〃  

伊 丹 市 立 神 津 第 １ 運 動 広 場  〃  

伊 丹 市 立 神 津 第 ２ 運 動 広 場  〃  

伊 丹 市 立 相 撲 場  〃  

伊 丹 市 立 瑞 ケ 池 ト リ ム ラ ン ニ

ン グ コ ー ス  

〃  

                             」  

を  

「  

伊 丹 市 立 堀 池 運 動 広 場  〃  

伊 丹 市 立 神 津 第 １ 運 動 広 場  〃  

伊 丹 市 立 神 津 第 ２ 運 動 広 場  〃  

伊 丹 市 立 瑞 ケ 池 ト リ ム ラ ン ニ

ン グ コ ー ス  

〃  

                             」  

に 改 め る 。  

別 表 第 １ ４ を 別 表 第 １ ５ と し ， 別 表 第 １ ３ の 次 に 次 の １ 表 を 加 え

る 。  
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別 表 第 １ ４  

伊 丹 市 立 伊 丹 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 相 撲 場  

使 用 時 間  利 用 料 金 の 限 度 額  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で の １

時 間 に つ き  

２ ０ ０ 円  

備 考  

別 表 第 ８ 備 考 第 １ 項 か ら 第 ６ 項 ま で の 規 定 は ， こ の 表 に つ い て  

準 用 す る 。  

付  則  

こ の 条 例 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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